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Ⅱ 主要な施策の成果報告書 
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１ 被保険者の状況 

被保険者数 

平成 28 年度末の被保険者数は 193,141 人で前年度より 883 人増加し、山形県の人口 ＊

に占める割合は 17.35％となっている。 

このうち、75歳以上の被保険者数は188,320人で被保険者全体の97.50％となっており、

前年度より 1,140 人増加している。障がい認定者数（65 歳以上 75 歳未満）は 4,821 人で

被保険者全体の 2.50％となっており、前年度より 257 人減少している。 

現役並み所得者は 6,424人、被保険者全体の 3.33％で、前年度より 489人増加している。

負担区分一般の対象者は 126,984 人で被保険者全体の 65.75％となっており、前年度より

466 人増加している。 

低所得者（低所得Ⅰ＋低所得Ⅱ）は 59,733 人、被保険者全体の 30.93％で、前年度より

72 人減少している。被用者保険の元被扶養者は 37,419 人で被保険者全体の 19.37％となっ

ており、前年度より 1,034 人減少している。 

＊県統計資料「平成 28 年山形県の人口と世帯数（10 月 1 日現在 1,113,029 人）」 

【被保険者数等の推移（各年度末）】 （単位：人） 

75歳以上
障がい
認定者

現役並み
所得者

一　般 低所得Ⅰ 低所得Ⅱ

28年度 193,141 188,320 4,821 6,424 126,984 22,746 36,987 37,419

27年度 192,258 187,180 5,078 5,935 126,518 23,208 36,597 38,453

区分 被保険者数

年齢区分別
被用者保険
元被扶養者
（再掲）

負担区分別

【被保険者の年齢構成内訳（各年度末）】   （単位：人） 

28年度 27年度 28年度 27年度 28年度 27年度

65～69歳 2,304 2,379 29 21 1,326 1,357

70～74歳 2,517 2,699 25 29 1,329 1,404

75～79歳 62,191 62,489 2,976 2,737 16,860 17,068

80～84歳 58,074 58,272 1,937 1,789 16,816 17,064

85～89歳 42,265 42,320 993 990 13,341 13,371

90～94歳 20,210 18,883 379 298 7,509 7,109

95～99歳 4,918 4,578 78 58 2,208 2,082

100歳～ 662 638 7 13 344 350

計 193,141 192,258 6,424 5,935 59,733 59,805

被扶養者
（再掲）

37,419 38,453 188 180 7,019 7,128

区分
被保険者数 現役並み所得者 低所得Ⅰ・Ⅱ
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２ 保険財政の状況 

収支の状況 

  平成 28 年度の収入総額は 155,443,180 千円、支出総額は 149,045,802 千円、収支差引残

は 6,397,378 千円となっている。 

【後期高齢者医療特別会計収支内訳】 

歳入 （単位：千円）

款 平成28年度 平成27年度

 1 分担金及び負担金 23,827,559 22,791,520

 2 国庫支出金 54,529,962 54,866,161

 3 県支出金 12,899,455 12,405,169

 4 支払基金交付金 59,004,076 60,115,291

 5 特別高額医療費共同事業交付金 23,851 24,610

 6 財産収入 4,548 474

 7 繰入金 1,078,252 873,642

 8 繰越金 3,947,974 6,320,490

 9 諸収入 127,503 142,099

歳　　 入　　 合　　 計 155,443,180 157,539,456

歳出 （単位：千円）

款 平成28年度 平成27年度

 1 総務費 330,095 333,298

 2 保険給付費 144,167,512 146,448,312

 3 県財政安定化基金拠出金 61,000 62,396

 4 特別高額医療費共同事業拠出金 28,978 30,410

 5 保健事業費 333,812 331,041

 6 基金積立金 245,394 1,357,464

 7 諸支出金 3,879,011 5,028,561

 8 予備費 0 0

歳　　 出　　 合　　 計 149,045,802 153,591,482

歳  入  歳  出  差  引  額 6,397,378 3,947,974
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３ 保険給付事業 １款   137,714,480 円（27 年度   147,168,310 円） 

２款 144,167,512,159円（27 年度 146,448,312,476 円） 

  高齢期における適切な医療の確保を図るため、後期高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して 

必要な給付を行った。 

  保険給付費の財源： 国  ４／１２  県 １／１２ 市町村１／１２ 

支払基金４／１０ 保険料１／１０ 

給付額 （単位：円） 

科　目　名 内　訳 28年度給付額 27年度給付額 増減　28-27 増減率

療養給付費 療養給付費 137,047,690,750 139,290,616,290 △2,242,925,540 △1.61%

高額療養費(現物) 4,093,657,742 4,109,115,220 △15,457,478 △0.38%

小　計 141,141,348,492 143,399,731,510 △2,258,383,018 △1.57%

療養費 療養費 921,662,671 948,354,926 △26,692,255 △2.81%

高額療養費 高額療養費(現金) 820,676,452 831,115,690 △10,439,238 △1.26%

高額療養費(県単) 166,258,889 172,951,213 △6,692,324 △3.87%

小　計 986,935,341 1,004,066,903 △17,131,562 △1.71%

高額介護
合算療養費

高額介護合算療養費 109,079,596 105,117,397 3,962,199 3.77%

葬祭費 葬祭費 611,350,000 597,300,000 14,050,000 2.35%

計 143,770,376,100 146,054,570,736 △2,284,194,636 △1.56%

※ 高額療養費(県単)・・・山形県医療給付事業に係る高額療養費で市町村に償還される。 

※ 葬祭費の財源は保険料。 

※ 保険給付事業の１款については、療養費審査支払手数料と電算処理手数料の計であり、 

２款については、保険給付費と療養給付に係る審査支払手数料の計。 
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件数  （単位：件） 

科　目　名 内　訳 28年度件数 27年度件数 増減28-27 増減率

療養給付費 療養給付費 5,679,784 5,624,882 54,902 0.98%

高額療養費(現物) 125,227 123,768 1,459 1.18%

小　計 5,805,011 5,748,650 56,361 0.98%

療養費 療養費 73,960 76,226 △2,266 △2.97%

高額療養費 高額療養費(現金) 147,133 148,340 △1,207 △0.81%

高額療養費(県単) 27,310 27,245 65 0.24%

小　計 174,443 175,585 △1,142 △0.65%

高額介護

合算療養費

葬祭費 葬祭費 12,227 11,946 281 2.35%

計 6,075,810 6,021,748 54,062 0.90%

10,169 9,341 828 8.86%高額介護合算療養費

平成 28 年度給付費の詳細 

（１） 療養給付費の内訳 

 療養給付費のうち、医科入院費が最も高く全体の半数近くの 46.29％を占めており、1 件あた

りの給付費に換算すると、約 46 万円となっている。続いて、医科入院外（外来）29.62％、 

調剤 18.88％の順となっている。 

療養給付費 件　数 (件) 割　合 (％) 給付額 (円) 割　合 (％)

医科入院 139,114 2.45 63,437,026,298 46.29

医科入院外 3,126,797 55.05 40,588,527,921 29.62

歯科 360,298 6.35 4,394,874,608 3.21

調剤 2,047,718 36.05 25,882,745,451 18.88

食事・生活療養費 (129,915) 医科入院の内数 2,331,735,868 1.70

訪問看護療養費 5,857 0.10 412,780,604 0.30

計 5,679,784 100 137,047,690,750 100
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（２） 療養費の内訳 

 

 療養費の内訳として、受領委任払いの柔整療養費が 48.00％と全体の約半数を占め、続いて

あんま・マッサージが 30.89％、コルセット等の補装具購入に対する現金支給が 13.18％となっ

ている。 

療養費 件　数 (件) 割　合（％） 給付額 (円) 割　合（％）

一般診療 44 0.06 560,620 0.06

補装具 4,156 5.57 121,505,662 13.18

柔整療養費 53,160 71.27 442,392,364 48.00

あんま・マッサージ 12,037 16.14 284,736,369 30.89

鍼灸 4,432 5.94 70,229,522 7.62

食事差額 128 0.17 454,320 0.05

負担割合差額 628 0.84 1,616,428 0.18

その他 3 0.01 167,386 0.02

計 74,588 100 921,662,671 100

 

 

 

（参考） 一人当たり年間平均給付額    ※平成 28 年度平均被保険者数 192,415 人 

科　目　名 款項目 内　訳 件　数 (件) 給付額 (円)

　療養給付費 2.1.1 療養給付費 29.52 712,251

高額療養費(現物) 0.65 21,275

　療養費 2.1.2 療養費 0.38 4,790

　高額療養費 2.3.1 高額療養費(現金) 0.76 4,265

高額療養費(県単) 0.14 864

　高額介護 2.3.2 高額介護合算療養費 0.05 567

計 計 31.50 744,012
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（３） 審査支払手数料 

   診療報酬の審査支払の事務を山形県国保連合会に委託して実施した。 

平成 29 年 3 月審査分            ＠69 円／件 

平成 27 年 3 月審査分～平成 29 年 2 月審査分 ＠70 円／件 

① 療養給付費 

    財源：保険料等負担金 

科 目 名 款項目 内 訳 
年

度 
件数 (件) 金額 (円) 

増減率 

件数 金額 

審査支払手数

料 
2.2.1 

審査支払手数

料 

28 5,679,784 397,136,059 
0.98% 0.86% 

27 5,624,882 393,741,740 

② 療養費 

    財源：一般財源 

科 目 名 款項目 内 訳 
年

度 
件数 (件) 金 額 (円) 

増減率 

件数 金額 

一般管理費 1.1.1 
療養費審査支

払手数料 

28 73,800 5,160,558 
△3.31% △3.41% 

27 76,327 5,342,890 

 

（４） 電算処理委託料 

   審査支払の前処理として、審査支払システムへのデータ取込み、データと標準システム 

  との連携などを山形県国保連合会に委託して実施した。 

 

平成 28 年 4 月処理分～平成 29 年 3 月処理分 ＠23 円／件 

（平成 28 年 2 月処理分まで＠25 円／件、平成 28 年 3 月処理分より＠23 円／件） 

 

   財源：一般財源 

科 目 名 款項目 内 訳 
年

度 

件数 

(件) 
金 額 (円) 

増減率 

件数 金額 

一般管理費 1.1.1 
電算処理委託

料 

28 5,763,214 132,553,922 
0.93% △6.54% 

27 5,710,050 141,825,420 
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４ 保健事業 ５款 328,154,830 円（27 年度 324,972,962 円） 

 

  被保険者の健康の保持増進のため、糖尿病等の生活習慣病を早期発見することを目的とし 

た健康診査を、市町村に委託し下記のとおり詳細な健診項目を追加して実施した。 

  また、歯の喪失を予防し健康を維持できるように、前年度に 75歳に到達した被保険者を対

象とし、山形県歯科医師会に委託して歯周疾患検診を実施した。 

 

 

（１）健康診査事業 

健康診査の項目は、特定健診の必須項目のうち「腹囲」を除いた項目とし、詳細な健診の

項目は、貧血、眼底、心電図を実施した。なお、健康診査受診者の自己負担は、無料として

いる。受診率は 20.91％であった。 

 

 ① 健康診査委託料 

   財源：国庫支出金（後期高齢者医療制度事業費補助金） 

保険料等負担金 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 
件数 

(件) 
金 額 (円) 

増減率 

件数 金額 

健康診査費 5.1.1 健康診査委託料 
28 37,132 317,287,341 

2.49% 1.89% 
27 36,230 311,409,514 

 

 ② 健康診査受診状況 

  受診率は前年度比 0.41 ポイントの増となり 20.91％となった。また、県内の地区別で見る

と庄内地区が 32.29％、次いで最上地区が 17.91％、村山地区 17.00％、置賜地区 15.75％の

順となっている。 

 

 ③ 健康診査の受診形態 

  県内全体の集団健診と個別健診の割合は、集団健診が 77.01％で個別健診が 22.99％となっ

ている。昨年度に引き続き、今年度は集団健診の割合が伸びる結果となった。 

 

 

（２）歯周疾患検診事業 

 ・検診受診者の自己負担は、無料。 

 ・検診項目は、口腔内検査、問診、指導等。 

 

 ① 歯周疾患検診業務委託料 

   財源：国庫支出金（特別調整交付金） 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 
件数 

 (件) 
金 額 (円) 

増減率 

件数 金額 

その他健康 

保持増進費 
5.1.2 

歯周疾患検診

業務委託料 

28 1,159 5,715,029 
1.58% 1.58% 

27 1,141 5,626,271 
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 ② 歯周疾患検診受診券等作成業務委託料 

   財源：国庫支出金（特別調整交付金）  

科 目 名 款項目 内 訳 年度 金 額 (円) 増減率 

その他健康 

保持増進費 
5.1.2 

通信運搬費、歯周疾患検診

受診券等作成業務委託料 

28 4,346,132 
6.09% 

27 4,096,697 

 

 ③ 歯周疾患検診受診者数 

  平成 28 年度の受診対象者数は 12,475 人。うち受診者数は 1,159 人で、受診率は前年度比

0.47 ポイント減の 9.29％となった。 

   （受診対象者数 ＝ 受診勧奨者数 － 検診に至らなかった被保険者数） 

 

   ・受診勧奨者数           12,957 人（平成 27 年度に 75 歳になった被保険者） 

   ・検診に至らなかった被保険者数    482 人（定期メンテナンス中や即治療となった等） 

 

（３） 疾病分類別統計作成事業 

 ・この調査は本県における後期高齢者の疾病状況及び医療費の実態を把握することにより、

市町村の保健事業への活用と、後期高齢者医療の事業の運営に資するための基礎資料とす

る。 

財源：国庫支出金（特別調整交付金） 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 部数 金 額 (円) 
増減率 

部数 金額 

その他健康 

保持増進費 
5.1.2 

疾病分類別統計 

作成業務委託料 

28 120 449,280 
0.00% 12.13% 

27 120 400,680 
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５ 医療費適正化事業 １款 85,701,421 円（27 年度 79,658,063円） 

  医療費の誤払い防止、医療費の適正化と抑制のために次の事業を実施している。 

 

（１） レセプト点検事業 

   山形県国保連合会に委託して、レセプト点検を実施した。実施内容は、被保険者資格の 

  点検、単月点検、縦覧点検、突合点検、重複請求の点検及び給付発生原因の点検等。 

                           ＠８円／件（27 年度＠８円／件） 

 ① レセプト点検業務委託料 

 財源：一般財源 

科 目 名 款項目 内 訳 
年

度 
件数 (件) 金 額 (円) 

増減率 

件数 金額 

一般管理費 1.1.1 レセプト点検委託料 
28 5,736,620 45,892,960 

1.39% 1.39% 
27 5,658,158 45,265,264 

 

 ② 点検実施結果 

  点検の結果、過誤が認められ医療機関等へ返戻したもの 9,625 件、軽微な補正を行ったも

の（事項修正）1 件、再審査で査定されたもの 28,408 件、査定額は 125,573,730 円であった。 

内訳 

過誤 再審査 

返 戻 
（件） 

事 項 
修正（件） 

保 険 者 
振替(件) 

計 
(件) 

原 審 
(件) 

査 定 
（件） 

 

査定額(円) 

医科・ＤＰＣ 5,982 1 0 5,983 3,844 9,753 44,127,040 

歯科 895 0 0 895 103 1,088 1,408,300 

調剤 2,555 0 0 2,555 4,377 17,466 78,122,220 

訪問看護、 

柔整療養費 
193 0 0 193 14 101 1,916,170 

計 9,625 1 0 9,626 8,338 28,408 125,573,730 

平成 27 年度 8,842 58 0 8,900 5,331 18,643 96,588,800 

※事項修正：個人情報（生年月日、氏名等）の修正。 

※保険者振替：基本返戻での対応だが、広域異動、保険者変更に対して行うもの。      

※再審査：当初査定後の不服申出分の審査。 

※原審：再審査の結果、申出どおりの決定となったもの。 

※査定：再審査の結果、当初審査結果に準じて減額されたもの。 
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（２） 医療費通知事業 

   被保険者に健康に対する認識を深めていただき、医療制度の健全な運営に資すること 

を目的に年３回実施した。 

 

    財源：一般財源 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 金 額 (円) 増減率 

一般管理費 1.1.1 
通信運搬費、通知書等作成業務委託

料 

28 31,135,111 
5.54% 

27 29,499,732 

※通知はがき作成委託料については、業務完了報告書より通数按分し算定。 

 

（参考） 医療費通知の内訳 

区分 対象診療月 通 数 送付日 

１回目 平成 28 年 1月～ 4 月 191,640 平成 28 年 7 月 20日 

２回目 平成 28 年 5月～ 8 月 192,353 平成 28 年 11 月 21 日 

３回目 平成 28 年 9月～12 月 192,524 平成 29 年 3 月 21日 

 

（３） ジェネリック医薬品利用促進差額通知事業 

 従来のジェネリックカードリーフレットの作成配布に加え、平成 23年度より、被保険者

にジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の差額を通知した。ジェネリック医

薬品のより一層の利用促進を図ることを目的として実施した。 

 

財源：国庫支出金    883,000 円 

保険料等負担金  884,948 円 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 金 額 (円) 増減率 

一般管理費 1.1.1 
リーフレット印刷、送料及び通

知作成業務委託料 

28 1,767,948 
△4.99% 

27 1,860,777 

 

（参考） ジェネリック医薬品利用促進差額通知の内訳 

対象診療月 通 数 送付日 

平成 28 年 ５月診療分 18,167 平成 28 年 8 月 22 日 

             ※平成 26 年度まで年 2回の通知を平成 27 年度から年 1 回に変更 
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（４） 第三者行為求償事務事業 

 

   交通事故に係る第三者行為については、山形県国保連合会に委託して求償事務を実施し 

  た。 

 

 ① 第三者行為求償事務委託料 

   財源：一般財源 

科 目 名 款項目 内 訳（28 年度） 年度 金 額 (円) 増減率 

一般管理費 1.1.1 
第三者行為求償事務委託料 

(H28.1.1～12.31 の収納額の 5.4％) 

28 6,905,402 
127.73% 

27 3,032,290 

 

 ② 委託件数及び収納額 

    委託件数         224 件（27 年度          262 件） 

収 納 額   99,273,387 円（27 年度 125,914,794 円） 

 歳入 

科 目 名 款項目 内 訳 
年

度 

件数  

(件) 
金 額 (円) 

増減率 

件数 金額 

第三者納付金 9.3.1 第三者納付金 
28 145 99,273,387 

△4.61% △21.16% 
27 152 125,914,794 

 

 ③ 直接求償件数及び収納額 

 歳入 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 
件数 

(件) 
金 額 (円) 

増減率 

件数 金額 

第三者納付金 9.3.1 第三者納付金 
28 0 0 

- - 
27 0 0 
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６ 電算処理システム運用業務委託事業 １款 78,391,359 円（27年度 77,889,686 円） 

 

後期高齢者医療制度の運用業務を効率的かつ適正に行うために、広域連合が行う「資格管

理業務」「賦課業務」「収納業務」「給付業務」における標準システムの運用及び同システムの

保守・管理を山形県国保連合会に委託して実施した。 

 

財源：一般財源 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 金 額 (円) 増減率 

一般管理費 1.1.1 
電算処理システム運用業務委託料 

(H28.4.1～H29.3.31） 

28 77,631,255 
△0.33% 

27 77,889,686 

 

機器保守対象外であるバッテリーがメーカー推奨交換周期に到達したため、山形県国保連

合会に委託して交換した。 

 

  財源：一般財源 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 金 額 (円) 増減率 

一般管理費 1.1.1 

電算処理システム用サーバディス

クアレイコントローラ用バッテリ

ー交換業務委託料 

(H29.1.16～H29.3.31） 

28 760,104 - 

 

 

７ 電算処理システム個人番号情報連携対応業務委託事業 １款 2,336,472 円 

 

標準システムの個人番号情報連携対応化と、医療保険者向け中間サーバー等との連動テス

ト実施、及び総合運用テストに向けた準備を山形県国保連合会に委託して実施した。 

 

  財源：一般財源 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 金 額 (円) 増減率 

一般管理費 1.1.1 

電算処理システム個人番号情報連

携対応業務委託料 

(H29.1.4～H29.3.31） 

28 2,336,472 - 
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８ 被保険者証等作成及び封入封かん業務委託事業 １款 8,532,000 円（27 年度 8,262,000 円） 

「被保険者証」「被保険者証等用ケース」「臓器提供意思表示欄保護シール台紙」「交付通知

書」「郵送用窓付き封筒」の作成と、平成 28 年８月１日の被保険者証一斉更新に合わせた、

被保険者証等及び「後期高齢者医療制度説明リーフレット」の封入封かん業務を委託して実

施した。 

財源：国庫支出金   805,593 円（特別調整交付金）（27 年度 1,149,006円） 

：一般財源  7,726,407円         （27 年度 7,112,994 円) 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 金額 (円) 増減率 

一般管理費 1.1.1 
被保険者証等作成及び封入封かん

業務委託料 (H28.5.11～7.15）

28 8,532,000 
3.27% 

27 8,262,000 

９ 制度広報周知事業 １款 3,067,740 円（27 年度 3,197,718 円） 

  制度広報を効果的かつ効率的に実施するため、市町村と連携しながら適時適切な広報を行

った。 

被保険者はもとより、高齢者を取り巻く家族・住民への制度の理解を一層深めるため、市

町村窓口や関係機関へのパンフレットの配置、被保険者へはリーフレットの配布を行った。

また、ホームページを活用しての広報を行った。 

財源：基金繰入金 0 円（27 年度 2,350,404 円、高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金） 

：一般財源   3,067,740 円（27 年度 847,314 円） 

※基金廃止により平成 28 年度より全額一般財源 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 金 額（円） 増減率 

一般管理費 1.1.1 
制度周知パンフレット・リーフ・ 

ポスター等印刷 

28 3,067,740 
△4.06% 

27 3,197,718 
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10 長寿医療懇談会 

後期高齢者医療制度の円滑な運営をするにあたり、被保険者等の方々から広く意見を聴く

ために長寿医療懇談会を開催した。 

（１）山形県長寿医療懇談会 

①開 催 日 平成 28 年９月 27 日

②懇談内容

ア 平成 27 年度後期高齢者医療制度の運営状況等について

・市町村別一人当たり医療費と病院、診療所数、所得状況の関係について 

・北海道・東北地方の医療費、保険料・保険料収納率比較について 

イ レセプトデータ分析について 

11 市町村後期高齢者医療事業に対する補助事業 ５款 5,656,754円（４市町） 

（27 年度 ５款 5,864,523 円（５市町） 

後期高齢者医療制度の円滑な施行に資するため、後期高齢者医療の特別対策に係る事業と

長寿・健康増進事業を行う市町村に対して必要な費用を補助金として交付した。 

財源：国庫支出金 5,656,754 円（特別調整交付金）（27 年度 5,864,523円） 

科 目 名 款項目 内 訳 年度 件数 金額（円） 
増減率 

件数 金額 

その他健康

保持増進費 
5.1.2 

長寿・健康増進事業の実施 
（健康教室等） 

28 4 5,656,754 
△20.00% △3.54% 

27 5 5,864,523 
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Ⅲ 後期高齢者医療制度運営状況資料 
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Ⅳ 用語の意味 
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 この年報資料の各表の用語及び後期高齢者医療事業を数値的に観察するうえで指標とな

る諸率の計算の基礎となる主なものについて説明すると次のとおりである。 

１ 療養費の支給 

保険医療機関で現物給付をしていない、はり・きゅう、あんま・マッサージ、コル

セット等の装着や柔道整復師による施術等、保険者が療養の給付を行うことが困難で

ある場合に保険者負担分の償還払いを受けることである。その他、被保険者が疾病ま

たは負傷のため受診した際に被保険者証を持参しなかったこと等の理由で、保険医療

機関等へ医療費の全部を支払った場合に、保険者が後日領収書等を基にして保険者負

担分相当額を直接被保険者に現金で支給する場合も指す（現金給付）。 

２ 高額療養費 

被保険者が同一の月に受けた療養に関する一部負担金の額が一定の額を超えたとき、

その超えた額を保険給付するもの。 

３ 高額介護合算療養費 

医療保険と介護保険のサービスを利用したときの自己負担額が一定の額を超えたと

き、その超えた額を保険給付するもの。 

４ 療養諸費 

療養の給付等と療養費等の費用額を合算したものであり、診療費、薬剤の支給、食

事療養及び生活療養、移送費、柔道整復、あんま、はり、きゅう等の後期高齢者医療

における総医療費を意味する。 

５ 診療費 

診療に要した費用額であるが、調剤報酬、訪問看護、食事療養及び生活療養に要す

る費用等は含まれない。この資料においては、療養の給付のうち、入院、入院外、歯

科に関する費用をいう。 
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６ 件数 

   診療報酬明細書（レセプト）の件数をいう。

（１）一人の被保険者につき、医療機関ごとに月単位で作成される。

（２）入院と入院外は分けて作成される。

（３）調剤レセプトは、処方せん発行医療機関ごとに作成される。

７ 日数 

   診療した日数をいう。 

８ 点数 

点数とは各保険者の給付範囲に属する診療行為に係る費用の額を厚生労働省告示に

基づき点数として算定したものである。したがって、被保険者の一部負担金はもとよ

り、感染症法等他の制度の適用を受け、その費用の一部がこれらの制度によって負担

される場合、これらの負担も含まれる。 

９ 費用額 

   費用額は点数に単価（１点単位 10円）を乗じたものであり、保険者負担分、一部負

担金、他法負担分を合算した総額である。 

10 １人当たり費用額 

当該月または年間の費用額を、当該月末の被保険者数または年間平均被保険者数で

除した数値である。 

入院、入院外、歯科及びこれらの合計の費用額につき算定したものを「１人当たり

診療費」という。 

11 受診率（100人当たり受診件数） 

当該月または年間の受診件数を、当該月末の被保険者数または年間平均被保険者数

で除した数値を、100 倍した数値。 

12 １件当たり日数 

   当該月または年間の日数を、当該月または年間の件数で除した数値である。 

48



13 １日当たり診療費 

   当該月または年間の費用額を、当該月または年間の日数で除した数値である。 

入院、入院外、歯科及びこれらの合計の費用額につき算定したものを「１日当たり

診療費」という。 

※ 診療費について算定した上記の「受診率」、「１件当たり日数」及び「１日当たり

診療費」のことを、診療費を決定するものとして「医療費の三要素」という。 

14 ３－２ベース 

各年度における数値を算定する際に用いる基礎については、３月分から翌年２月分

（診療月）の数値を用いるのが通常であり、これを３－２ベースという。支給決定月

を基準とすれば、４－３ベースということになる。 
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第１表　 その１
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第１表　 その２
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第１表　平 その３
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第２表　 　その１
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